
（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

（１）利用状況

目的外利用 外部提供

15 0 0 0 0 14

（２）実施機関別の処理件数

開示 部分開示 非開示 内不存在 取下げ

1 1

2 1 1 （1）

6 6

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

15 3 10 1 （1） 1

（３）審査請求

１ 件

実施機関 …市長（処分庁：都市魅力課）

1

その後の経過

（４）その他

●開示期限延長及び超過 ０ 件

市長公室
都市魅力課

市民人権部
市民窓口課

処　　理　　内　　容　（件）

健康推進部
健康づくり推進課

産業まちづくり部
農とみどり推進課

合計（件）

健康推進部
高齢介護課

総務部
課税課

市民人権部
環境衛生課

上下水道部
下水道課

市
 
 

長

審査請求を却下（行政不服審査法第24条第1項に該当）

審査請求日

令和5年6月29日

令和5年7月19日

令和5年8月22日

決定内容
令和5年6月22日

却下

行政手続法第7条に該
当

請求の内容

令和5年5月24日開示請求
【開示決定期日・期間が条例第9条に違反していると
して審査請求を行ったもの】

補正通知書を通知
（審査請求の趣旨及びその理由について明らかでないため）

４．個人情報保護制度の運用状況

開示請求
（件）

訂正請求
（件）

実施機関

利用者
合計（人）

削除請求
（件）

処理件数
(件）

中止の請求（件）

13


